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 ２０１６年１月３０日、富山市で第１７回地方委員会が開催され、賃金改善６，

０００円をはじめとする２０１６春闘要求案が満場一致で決定された。各単組

においては、決定された内容に沿った要求構築に向け機関論議をおこない、２

月２３日に要求書を提出しよう！ 

◆ＪＡＭ北陸賃上げ要求 

賃金構造維持分＋６，０００円（是正・改善） 

（賃金構造維持分が推計できない単組は 10,500円以上） 

◆企業内最低賃金到達目標 

 時間給９２０円以上 

◆一時金要求 

・年間５ヶ月（半期２．５ヶ月）基準 

・最低到達基準 年間４ヶ月（半期２ヶ月） 

◆統一要求提出日 

 ・２０１６年２月２３日（火曜日） 
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  北陸 

賃金改善 6,000 円を決定 

藤川 しんいち 



◆労働時間に関する取り組み 

「労働時間に関する指針」に沿った総実労働時間の短縮に向けた取り組みをお

こなうこととし、ＪＡＭ北陸としての重点事項を下記の通りとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆65歳までの希望者全員の雇用・所得確保について 

「65 歳までの雇用・所得確保に向けた指針」に基づく取り組みを進めることと

し、ＪＡＭ北陸としての重点事項を下記の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方委員会と同日に開催された第９回政治連盟総会では、ＪＡＭの政策制度要求実現に向

けた取り組みが決定された後、今年７月実施の参議院選挙での比例代表選挙組織内候補予定

者「藤川しんいち」氏と、各県選挙区の推薦候補予定者の勝利に向けた特別決議をおこない

勝利を誓った。 
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【ＪＡＭ北陸 重点事項】 

就業者人口が減少し、人材不足により長時間残業が恒常化することが懸念されることか

ら、今後、人材の採用(賃金・労働時間等の水準確保)・女性や高齢者の活用など、人材の確

保と育成が不可欠となる。 

労働組合として、時間短縮（所定内時間の短縮・年休取得の向上）と３６協定の遵守・強

化を進め、多様な人材が活躍できる職場環境を整えていく。 

【ＪＡＭ北陸 重点事項】 

２０１６年４月より男性の年金受給年齢は６２歳になることから、雇用確保と生活でき

る賃金確保のため組合員化を図ることを急務とする。定年延長による雇用確保が望ましい

が、各単組の労使関係も勘案し、再雇用制度も含め組合員化となる高齢者継続雇用制度を

締結していく。 

その際、所得の目安として次のいずれかとする。 

(1）年収ベースで月当たり２８万円とする。 

(2)月例賃金ベースで２２万円とする。 

 

参議院選挙での勝利を誓う 


